
                  

市
で
は
、中
長
期
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
実

行
し
て
い
く
た
め
、組
織
の
見
直
し
を
行
っ
て

い
ま
す
。 

喫
緊
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、４
月
１

日
か
ら
、一
部
、組
織
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、こ
の
見
直
し
に
よ
り
、グ
ル
ー
プ
名
、内

線
番
号
、Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
一
部
変
更

と
な
り
ま
す
。 

 市
民
協
働
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課
と
、地
域

安
全
課
を
統
合
し
、名
称
を
「
地
域
・
安
全
課
」

に
改
め
ま
す 

市
民
活
動
支
援
の
幅
を
広
げ
、一
層
効
率

的
な
支
援
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、両
課
を

統
合
し
ま
す
。 

 

消
防
本
部
に
「
予
防
課
」
を
新
設
し
ま
す 

危
険
物
製
造
所
等
の
許
認
可
等
の
事
務
や
、

消
防
設
備
の
設
置
指
導
等
の
業
務
を
充
実
す

る
た
め
、課
を
設
置
し
ま
す
。 

 問
合
　
企
画
政
策
課
行
政
経
営
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
３
３
１
・
２
３
３
２ 

   
         

市
内
各
所
に
点
在
す
る
狭
あ
い
道
路（
幅

員
４
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
道
認
定
さ
れ
た
道

路
）は
、日
常
生
活
の
み
な
ら
ず
緊
急
車
両
の

通
行
や
救
急
活
動
に
支
障
を
き
た
し
て
い
ま

す
。 こ

う
し
た
狭
あ
い
道
路
を
解
消
し
て
い
く

た
め
の
整
備
方
針
や
ル
ー
ル
を
定
め
ま
し
た
。

安
全
・
快
適
な
道
路
空
間
を
確
保
す
る
た
め
、

市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。 

詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
ト
ッ
プ
ペ
ー

ジ
↓
く
ら
し
↓
住
ま
い
・
建
築
）を
ご
覧
く
だ

さ
い
。 

問
合
　
計
画
建
築
課
　
内
線
２
４
１
５ 

　
　
　
都
市
整
備
課
　
内
線
２
４
０
１ 

４
月
１
日
か
ら
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
 

セ
ン
タ
ー
事
業
を
民
間
事
業
者
に
委
託
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
放
送
局
 

エ
フ
エ
ム
な
な
み
７７
・
３
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
 

 

防災ほっとメール 
登録方法 

お使いの携帯電話の機種がQRコード読み取り
に対応している場合は上のQRコードを読み込
むことによって簡単にアドレス入りのメールを作
成することができます。 

QRコード 

http://www.anshin-bousai. 
net/tsushima/

●迷惑メール防止対策をされている方は、受信でき
るドメインとして「anshin-bousai.net」を許可し
てください。 
●URL付きメールの受信を許可してください。 
●メールアドレスの登録は無料ですが、ニュースメー
ルが発行され着信すると、各携帯電話会社の通常
のパケット料金がかかる場合があります。 

　（１メールあたり０～２円程度） 

携帯電話で、下記URL「防災ほっとメール」
にアクセスをして、登録をお願いします。 

   
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
と
は
、子

育
て
の
手
助
け
を
し
て
ほ
し
い
方（
依
頼
会
員
）と
、

子
育
て
の
手
伝
い
が
で
き
る
方（
提
供
会
員
）が
お
互

い
に
助
け
合
い
な
が
ら
活
動
す
る
子
育
て
支
援
の
会

員
組
織
で
す
。
 

委
託
先
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
　
れ
ん
こ
ん
村
の
わ
く
わ
く

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
 

変
更
点
　
 

①
依
頼
会
員（
援
助
さ
れ
る
側
）登
録
が
い
つ
で
も
で

き
ま
す
。
※
登
録
は
郵
送
で
も
で
き
、希
望
す
る
方

に
は
登
録
用
紙
を
送
り
ま
す
。（
引
き
続
き
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
で
も
登
録
で
き
ま
す
） 

②
安
全
で
安
心
な
子
ど
も
の
預
か
り
の
知
識
を
身
に

つ
け
る
た
め
、提
供
会
員（
援
助
す
る
側
）向
け
の

養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。
 

③
子
育
て
に
つ
い
て
学
ん
だ
り
、情
報
交
換
し
た
り
す

る
た
め
、依
頼
会
員
、提
供
会
員
向
け
の
研
修
会
や

交
流
会
を
開
催
し
ま
す
。
 

④
緊
急
に
依
頼
し
て
ほ
し
い
会
員
に
も
対
応
し
ま
す
。
 

問
合
　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
れ
ん
こ
ん
村
の
わ
く
わ
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
） 

　
1
５５
ー

７
７
０
８
 

   
災
害
時
の
情
報
伝
達
手
段
と
し
て
、海
部
地
域
7

自
治
体
と
西
尾
張
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
が
共
同
し
て
設
立
し
ま

し
た
。
 

現
在
、通
常
放
送
と
し
て
、海
部
地
域
の
自
治
体

情
報
や
防
犯
防
災
情
報
を
始
め
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協

力
に
よ
り
、バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
番
組
が
放
送
さ
れ

て
い
ま
す
。
 

災
害
時
に
は
、緊
急
放
送
に
切
り
替
わ
り
、地
域
に

密
着
し
た
避
難
情
報
や
災
害
情
報
を
聞
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。
 

日
ご
ろ
か
ら
、聞
く
習
慣
を
付
け
、い
ざ
と
い
う
と

き
の
情
報
収
集
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
月
１
日
か
ら
市
役
所
の
組
織
が
 

一
部
変
わ
り
ま
す
 

狭
あ
い
道
路
の
整
備
等
事
業
が
 

ス
タ
ー
ト
し
ま
す
 

お
知
ら
せ 

１１ 「市政のひろば」つしま2015.4

市役所　124-1111お知らせ 



  

市
は
、毎
月
第
３
日
曜
日
を「
家
庭
防
災
の

日
」
と
定
め
ま
し
た
。
ご
家
庭
に
お
い
て
、家

族
で
毎
月
定
期
的
に
防
災
・
減
災
に
つ
い
て

話
し
合
い
、災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う
。 

ま
た
、「
津
島
市
防
災
情
報
カ
ー
ド
」
を
全

戸
配
布
し
ま
し
た
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。（
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
↓
く
ら
し
↓
安
心
・
安

全
↓
防
災
↓
津
島
市
防
災
情
報
カ
ー
ド
）必

要
事
項
を
記
入
の
上
、災
害
時
に
慌
て
る
こ

と
が
な
い
よ
う
財
布
等
の
中
に
携
帯
し
て
く

だ
さ
い
。 

防
災
は
、「
自
分
の
身
は
自
分
で
守
る
」
が

基
本
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
か

ら
始
め
て
、い
ざ
と
い
う
時
に
備
え
ま
し
ょ
う
。 

問
合
　
地
域
・
安
全
課
防
災
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
３
２
２ 

            
   

  

平
成
２７
年
度
固
定
資
産
税
の
価
格（
評
価

額
）を
３
月
３１
日
に
決
定
し
、固
定
資
産
課
税

台
帳
に
登
録
し
ま
し
た
。 

納
税
通
知
書
発
送
日
　
４
月
６
日

  

平
成
２７
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納

期
限 

　
第
１
期
　
４
月
３０
日

 

　
第
２
期
　
７
月
３１
日

 

　
第
３
期
　
１２
月
２８
日

 

　
第
４
期
　
平
成
２８
年
２
月
２９
日

 
 

平
成
２７
年
度
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
Ｑ
＆
Ａ 

Ｑ
　
平
成
２３
年
４
月
に
住
宅（
１
１
０
㎡
）を

新
築
し
ま
し
た
が
、平
成
２７
年
度
分
か
ら

税
額
が
急
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
で

す
か
？ 

Ａ
　
新
築
の
住
宅
で
一
定
の
要
件
に
該
当
す

る
場
合
、３
年
間（
３
階
建
て
以
上
の
中
高

層
耐
火
住
宅
は
５
年
間
）に
限
り
、１
戸
あ

た
り
１
２
０
㎡
ま
で
税
額
が
２
分
の
１
に

減
額
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、平
成
２４
〜

２６
年
度
分
は
税
額
が
減
額
さ
れ
て
い
ま
す
。 

Ｑ
　
地
価
の
下
落
に
よ
っ
て
土
地
の
評
価
額

が
下
が
っ
て
い
る
の
に
、税
額
が
上
が
る
の

は
な
ぜ
で
す
か
？ 

Ａ
　
平
成
９
年
度
か
ら
税
負
担
の
公
平
を
図

る
た
め
適
用
さ
れ
た
負
担
調
整
措
置
に
よ

り
、一
度
に
税
負
担
を
引
き
上
げ
ず
、な
だ

ら
か
に
負
担
を
引
き
上
げ
て
い
ま
す
の
で
、

土
地
の
税
額
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。 

Ｑ
　
私
は
、平
成
２６
年
１１
月
に
土
地
を
売
る

た
め
に
売
買
契
約
を
し
て
、平
成
２７
年
２

月
に
買
主
へ
の
所
有
権
移
転
登
記
を
済
ま

せ
ま
し
た
。
平
成
２７
年
度
の
固
定
資
産
税

は
誰
に
課
税
さ
れ
ま
す
か
？ 

Ａ
　
平
成
２７
年
度
の
固
定
資
産
税
は
、あ
な

た
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
固
定
資
産
税
は
、毎

年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
対
し
、当

該
年
度
分
の
課
税
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。 

Ｑ
　
平
成
２７
年
２
月
に
古
い
物
置（
家
屋
）を

取
り
壊
し
ま
し
た
が
、平
成
２７
年
度
の
固

定
資
産
税
は
課
税
さ
れ
ま
す
か
？ 

Ａ
　
課
税
さ
れ
ま
す
。
家
屋
も
毎
年
１
月
１

日
現
在
に
、そ
の
家
屋
が
存
在
し
て
い
る

か
ど
う
か
に
よ
り
、当
該
年
度
分
を
課
税

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

問
合
　
税
務
課
固
定
資
産
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
５
〜
２
２
０
８ 

  
 

平
成
２７
年
４
月
１
日
よ
り
、収
納
代
理
金

融
機
関
に
十
六
銀
行
が
追
加
さ
れ
、津
島
市

の
税
等
の
窓
口
納
付
・
口
座
振
替
が
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。 

な
お
、現
在
の
指
定
金
融
機
関
お
よ
び
収

納
代
理
金
融
機
関
名
は
、３８
ペ
ー
ジ
右
下
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。 

問
合
　
出
納
室 

　
　
　
内
線
２
１
５
１ 

    

   

再
生
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
の

た
め
、自
ら
居
住
す
る
住
宅
に
太
陽
光
発
電

シ
ス
テ
ム
の
設
置
、ま
た
は
太
陽
光
発
電
シ
ス

テ
ム
一
体
型
住
居
を
新
築
す
る
個
人
に
対
し

て
、そ
の
設
置
費
の
補
助
を
予
算
の
範
囲
内

で
行
い
ま
す
。 

      

対
象
設
備 

・
太
陽
電
池
の
公
称
最
大
出
力
ま
た
は
、パ

ワ
ー
コ
ン
デ
シ
ョ
ナ
ー
の
定
格
出
力
が
１０ 

　
ｋＷ
未
満
の
も
の 

・
発
電
し
た
電
気
を
そ
の
住
宅
で
消
費
し
、

余
剰
電
気
を
電
力
会
社
に
売
電
す
る
設
備

の
あ
る
も
の 

・
そ
の
他
の
要
件
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
掲

載
し
ま
す
。（
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
↓
く
ら
し
↓

環
境
・
衛
生
↓
地
域
温
暖
化
対
策
↓
住
宅

用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
費
補
助
金
） 

補
助
金
額 

　
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
１
ｋＷ
当
た
り
１
万

５
千
円
、上
限
は
４
ｋＷ
６
万
円 

受
付
　
必
要
書
類
の
整
っ
た
方
か
ら
先
着
順

に
行
い
ま
す
。
設
置
済
ま
た
は
工
事
を
開

始
し
て
い
る
場
合
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。 

問
合
　
生
活
環
境
課
環
境
保
全
Ｇ 

      

　
内
線
２
２
３
２ 

「
家
庭
防
災
の
日
」
 

収
納
代
理
金
融
機
関
が
追
加
さ
れ
ま
す
 

平
成
２７
年
度
固
定
資
産
税
の
課
税
 

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
 

設
置
費
補
助
制
度
 

▲防災情報カード 
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こ
の
事
業
は
、子
育
て
を
す
る
保
護
者
に

対
し
て
育
児
の
不
安
や
身
体
的
、経
済
的
負

担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、子
育
て
支
援
サ
ー

ビ
ス
に
利
用
で
き
る「
つ
し
ま
子
育
て
応
援
券
」

を
交
付
す
る
も
の
で
す
。 

応
援
券
の
交
付 

・
第
１
子
・
第
２
子
の
出
生
児 

　
　
２
万
円（
５
０
０
円
×
４０
枚
） 

・
第
３
子
以
降
の
出
生
児 

　
　
４
万
円（
５
０
０
円
×
８０
枚
） 

児
童
課
が
児
童
の
住
民
票
の
記
載
・
登
録

を
確
認
し
て
か
ら
生
後
４
カ
月
ま
で
に
、主

任
児
童
委
員
、保
健
師
ま
た
は
看
護
師
等
が

「
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
」
時
に
交
付
し
ま
す
。
サ
ー

ビ
ス
利
用
開
始
は
平
成
２７
年
８
月
か
ら
で
す
。 

サ
ー
ビ
ス
内
容 

　
保
育
・
育
児
支
援
・
保
健 

　
一
時
的
保
育
、休
日
保
育
、子
育
て
援
助（
送

迎
、預
か
り
）、病
児
・
病
後
児
保
育
、任
意

の
予
防
接
種 

　
経
済
支
援 

　
読
み
聞
か
せ
絵
本
・
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
・

お
む
つ
の
購
入
、ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
、タ
ク

シ
ー
利
用 

利
用
で
き
る
事
業
所 

　
８
月
号
「
市
政
の
ひ
ろ
ば
」で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。 

利
用
期
間 

　
対
象
児
が
２
歳
に
達
し
た
日
以
降
の
最
初

の
３
月
３１
日
ま
で 

対
象
　
平
成
２７
年
４
月
１
日
以
降
に
生
ま
れ

た
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
で
、児
童
の
出

生
日
か
ら
津
島
市
に
住
民
票
を
継
続
し
て

記
載
・
登
録
さ
れ
て
い
る
方 

つ
し
ま
子
育
て
応
援
券
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業

者
の
募
集 

経
済
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業

者
を
募
集
し
ま
す
。 

申
し
込
み
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、児
童

課
で
「
登
録
に
関
す
る
説
明
資
料
」
を
お
渡

し
し
ま
す
。
　 

対
象
　
津
島
市
内
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

事
業
者 

資
料
配
布
お
よ
び
受
付
　 

　
平
成
２７
年
４
月
１
日
か
ら
　 

　
市
役
所
２
階
児
童
課 

問
合
　
児
童
課
児
童
・
保
育
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
２
３
・
２
２
２
４ 

           

平
成
２７
年
４
月
分
か
ら
国
民
年
金
保
険
料

の
月
額
が
１
万
５
５
９
０
円(

３
月
分
ま
で
は
、

１
万
５
２
５
０
円)

に
変
わ
り
ま
す
。 

納
付
方
法
・
保
険
料
額
　
下
表
の
と
お
り 

※
便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
を
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。 

                                

在
学
期
間
中
の
保
険
料
を
社
会
人
に
な
っ

て
か
ら
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。 

対
象
　
大
学
、短
大
、高
等
学
校
、高
等
専
門

学
校
、専
門
学
校
お
よ
び
各
種
学
校
そ
の

他
の
教
育
施
設
の
一
部
に
在
学
す
る
学
生
で
、

本
人
の
前
年
の
所
得
が
１
１
８
万
円
以
下

の
方
で
す
。 

承
認
周
期
　
毎
年
４
月
〜
翌
年
３
月 

受
付
　
平
成
２７
年
度
分
…
４
月
か
ら 

　
　
　
過
去
２
年
間
遡
及
の
場
合
…
随
時 

受
付
窓
口
　
保
険
年
金
課
医
療
・
年
金
Ｇ（
市

役
所
１
階
） 

持
ち
物 

・
年
金
手
帳 

・
印
鑑（
朱
肉
使
用
の
も
の
） 

・
学
生
証
や
在
学
証
明
書
等 

※
退
職
や
転
入
さ
れ
た
方
は
、離
職
票
や
課

税
・
非
課
税
証
明
書
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。 

※
４
月
前
後
に
更
新
用
の
ハ
ガ
キ
が
届
い
た

方
は
、必
要
事
項
を
記
入
の
上
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。 

注
意
　 

※
納
付
特
例
期
間
は
、受
給
資
格
期
間
（
最

低
２５
年
）に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、年
金
額

に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。 

※
納
付
特
例
期
間
は
、１０
年
間
は
追
納
で
き

ま
す
。た
だ
し
、２
年
度
以
上
経
過
し
た
期

間
は
加
算
額
が
付
加
さ
れ
ま
す
。 

※
学
生
で
な
い
３０
歳
未
満
の
方
に
は
、若
年

者
納
付
猶
予
制
度
が
、そ
れ
以
外
の
方
に

は
、申
請
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

問
合
　
保
険
年
金
課
医
療
・
年
金
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
１
・
２
１
２
２ 

　
　
　
中
村
年
金
事
務
所 

　
　
　
1
０
５
２
ー

４
５
３
ー

７
２
０
０ 

つ
し
ま
子
育
て
応
援
券
事
業
が
 

始
ま
り
ま
す
 

つ
し
ま
子
育
て
応
援
券
サ
ー
ビ
ス
提
供 

事
業
者
の
募
集 

国
民
年
金
保
険
料
改
定
 

学
生
納
付
特
例
制
度 

※６カ月、1年以外でも、ご希望月から翌年３月までの現金前納ができます。 
※月末が休日の場合は、翌営業日が振替日、または納付期限となります。 

納 付 方 法  １カ 月 分  ６カ 月 分  １年 分  ２年 分  
現金支払(各月)

現金支払(前納)

口座振替(前納)

１５,５９０円 

当月末振替 
１５,５４０円 
５０円割引き 

９３,５４０円 

４月３０日・１０月３１日までに 
各９２,７８０円 
各７６０円割引き 

１８７,０８０円 

４月３０日までに 
１８３,７６０円 
３,３２０円割引き 

４月３０日・１０月３１日振替 
各９２,４８０円 

各１,０６０円割引き 

４月３０日振替 
１８３,１６０円 
３,９２０円割引き 

４月３０日振替 
３６６,８４０円 

１５,３６０円割引き 
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介
護
保
険
事
業
計
画
は
、３
年
を
１
期
と

し
、市
が
行
う
介
護
保
険
事
業
に
係
る
保
険

給
付
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
の
計
画
で
す
。

こ
の
計
画
で
は
、各
年
度
の
介
護
給
付
等
、対

象
サ
ー
ビ
ス
を
種
類
ご
と
に
給
付
量
を
見
込

む
た
め
、保
険
料
決
定
の
基
に
な
り
ま
す
。 

 

計
画
の
基
本
方
針 

次
の
基
本
方
針
の
も
と
に
施
策
・
事
業
を

推
進
し
て
い
き
ま
す
。 

◆
生
き
が
い
づ
く
り
の
充
実
と
社
会
参
加
の

促
進 

高
齢
者
が
、地
域
社
会
の
中
で
自
ら
の
経

験
と
知
識
を
活
か
し
て
、積
極
的
な
役
割
を

果
た
し
て
い
け
る
よ
う
、社
会
参
加
を
促
進

し
ま
す
。 

◆
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
充
実
・
強
化 

医
療
・
介
護
・
予
防
・
生
活
支
援
・
住
ま
い
の

各
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
や
サ
ー
ビ
ス
間
の
相
互

連
携
を
図
り
、津
島
市
の
特
徴
に
応
じ
た
「
地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
確
立
を
め
ざ
し

ま
す
。
地
域
で
の
見
守
り
や
支
え
合
い
を
推

進
し
、高
齢
者
が
よ
り
安
心
し
て
生
活
で
き

る
地
域
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。 

◆
介
護
給
付
サ
ー
ビ
ス
等
の
充
実 

日
常
生
活
に
密
着
し
た
、効
果
的
な
介
護

予
防
へ
の
取
り
組
み
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

高
齢
者
一
人
ひ
と
り
の
状
態
に
応
じ
た
適
切

な
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
よ
う
、介
護
予

防
及
び
介
護
給
付
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
り

ま
す
。 

計
画
期
間
に
お
け
る
将
来
推
計 

総
人
口
と
高
齢
者
人
口
の
推
移 

総
人
口
は
、平
成
２６
年
度
は
６
万
４
８
１
９

人
、高
齢
者
人
口
は
１
万
６
７
７
３
人
で
す
が
、

計
画
の
目
標
最
終
年
次
で
あ
る
平
成
２９
年
度

に
は
、総
人
口
６
万
３
２
２
０
人
、高
齢
者
１

万
７
５
６
８
人
に
達
す
る
と
推
計
さ
れ
ま
す
。 

要
介
護
等
認
定
者
数
の
推
計 

平
成
２７
年
度
の
要
介
護
等（
要
支
援
・
要
介

護
）認
定
者
数
は
２
７
８
９
人
、平
成
２９
年
度

は
２
８
９
０
人
と
推
計
し
ま
し
た
。 

要
支
援
…
身
の
回
り
の
こ
と
が
何
と
か
自
分

で
で
き
る
が
、声
か
け
、見
守
り
が
必
要
な

方 

要
介
護
…
身
の
回
り
の
こ
と
に
何
ら
か
の
介

助
が
必
要
な
方 

　 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
平
成
２７
年
度
か
ら
、地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
構
築
に
向
け
て
の
取
り
組
み
が
本
格

的
に
始
ま
り
ま
す
。
高
齢
者
が
地
域
で
自
立

し
た
生
活
を
営
め
る
よ
う
、「
介
護
」「
介
護

予
防
」「
在
宅
医
療
」「
生
活
支
援
」「
住
ま
い
」

の
サ
ー
ビ
ス
を
切
れ
目
な
く
提
供
で
き
る
体

制
づ
く
り
を
構
築
し
ま
す
。 

介
護
予
防
事 

・
介
護
予
防
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 

津
島
市
で
は
、平
成
２９
年
度
よ
り
開
始
し

ま
す
。
要
支
援
の
方
が
利
用
さ
れ
て
い
る
通

所
介
護
お
よ
び
訪
問
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
が
地

域
支
援
事
業
へ
移
行
し
、「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
」
の
実
施
の
み
で
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
多
様
な
ニ
ー
ズ
に

対
応
す
る
た
め
、様
々
な
実
施
主
体
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま
す
。 

平
成
２７
・
２８
年
度
は
従
来
ど
お
り
介
護
予

防
事
業
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。 

包
括
的
支
援
事
業
　 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
地
域

に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、高
齢
者

が
住
み
慣
れ
た
家
庭
や
地
域
で
療
養
で
き
る

事
業
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

・
在
宅
医
療
介
護
連
携
推
進
事
業 

・
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業 

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
設
置
し
、

生
活
支
援
の
提
供
体
制
を
整
備
し
ま
す
。 

・
地
域
ケ
ア
会
議
の
充
実 

任
意
事
業
　 

地
域
の
実
情
に
応
じ
、創
意
工
夫
を
活
か

し
た
多
様
な
取
り
組
み
が
で
き
る
事
業
で
す
。 

・
介
護
給
付
費
等
費
用
適
正
化
事
業 

・
家
族
介
護
支
援
事
業 

・
認
知
症
高
齢
者
支
援
事
業 

認
知
症
高
齢
者
に
早
期
に
対
応
し
、住
み

慣
れ
た
地
域
で
住
み
続
け
ら
れ
る
よ
う
、地

域
で
認
知
症
の
人
を
支
え
る
体
制
を
構
築
し

ま
す
。 

・
家
族
介
護
継
続
支
援
事
業 

そ
の
他
の
事
業 

・
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業 

 

介
護
給
付
費
等
の
実
績
と
見
込
み
　
　
　

　
介
護
給
付
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
実
績
額
は
、

平
成
２４
年
度
は
年
間
３８
億
７
千
万
円
、平
成

２５
年
度
は
３９
億
８
千
万
円
、平
成
２６
年
度
は

４１
億
４
千
万
円（
見
込
み
）と
年
々
給
付
額
は

伸
び
て
い
ま
す
。 

 

                

津
島
市
で
は
、近
隣
の
市
町
村
に
比
べ
て
介

護
保
険
施
設
や
そ
の
他
の
介
護
保
険
事
業
所

数
が
充
足
し
て
い
る
こ
と
で
、要
介
護
等
認

定
率
も
高
く
な
り
、介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、第
６

期（
平
成
２７
〜
２９
年
度
）に
お
い
て
は
、高
齢

者
実
数
の
増
加
や
、介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
へ
の

多
様
な
要
望
に
こ
た
え
る
た
め
、「
定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
」の
創
設
や「
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
」
の
整
備
等
を
計

画
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、今
後
の
サ
ー
ビ
ス
量

見
込
み
額
は
、増
加
し
て
い
く
こ
と
と
な
り

ま
す
。 

ま
た
、平
成
２７
年
度
か
ら
地
域
区
分
の
上

乗
せ
割
合
の
見
直
し（
津
島
市
は
６
級
地
）に

伴
い
、平
成
２７
年
度
は
４３
億
円
、平
成
２８
年
度

は
４４
億
５
千
万
円
、平
成
２９
年
度
は
４６
億
円

と
年
々
給
付
額
が
大
き
く
な
り
ま
す
。 

津
島
市
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画
 

（
平
成
２７
〜
２９
年
度
）を
策
定
 

 

地
域
支
援
事
業
に
つ
い
て
 

介
護
給
付
費
等
の
実
績
と
見
込
み
 

計
画
の
基
本
方
針 

計
画
期
間
に
お
け
る
将
来
推
計 

要
介
護
等
認
定
者
数
の
推
計 

介
護
予
防
事
業 

包
括
的
支
援
事
業 

任
意
事
業 

そ
の
他
の
事
業 

０ 

３,０００,０００ 

４,０００,０００ 

５,０００,０００ 

（単位：千円） 
介護給付費等の実績と見込み 

２４年度 

３,８６９,１６６ ３,９８２,８９９ 
４,１４３,２７７ ４,２９９,９４３ 

４,４４６,１７４ ４,６０２,０５２ 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 
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介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
費
用
の
財

源
は
、国
が
２５
％
、県
と
市
が
そ
れ
ぞ
れ
１２
・
５

％
、６５
歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者
２２
％
、４０

歳
以
上
６５
歳
未
満
の
第
２
号
被
保
険
者
２８
％

の
割
合
で
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
） 

基
準
と
な
る
保
険
料

基
準
月
額
は
３
年
ご
と

に
見
直
す
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、３
年
間
の
介
護
給

付
サ
ー
ビ
ス
費
等
と
地

域
支
援
事
業
費
に
よ
り

保
険
料
を
算
出
し
ま
す
。 

平
成
２７
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
料 

津
島
市
で
は
、６５
歳
以
上
の
方
の
介
護
保

険
料
額
は
、所
得
に
応
じ
て
１４
段
階
に
定
め

て
い
ま
す
。（
下
表
） 

【
変
更
点
】 

◎
介
護
保
険
法
施
行
令
の
改
正
に
よ
り
、こ

れ
ま
で
の
第
１
段
階
お
よ
び
第
２
段
階
を

統
合
し
ま
す
。ま
た
、９
段
階
を
新
８
段
階

お
よ
び
新
第
９
段
階
に
細
分
化
し
、所
得

水
準
に
応
じ
た
き
め
細
か
い
保
険
料
設
定

と
な
り
ま
す
。 

◎
所
得
の
少
な
い
方
の
保
険
料
負
担
を
軽
減

す
る
目
的
か
ら
、新
第
１
段
階
の
保
険
料

額
を
消
費
税
が
１０
％
と
な
る
ま
で
の
期
間

（
平
成
２７
年
４
月
１
日
〜
２９
年
３
月
３１
日
）

に
限
り
、公
費
を
投
入
し
て
０
・
０５
分
を
軽

減
し
ま
す
。 

　
な
お
、平
成
２９
年
度
以
降
は
、第
１
〜
３
段

階
で
の
軽
減
が
実
施
さ
れ
る
予
定
で
す
。 

４
月
か
ら
の
介
護
保
険
料
納
付
方
法 

普
通
徴
収
の
方 

「
仮
徴
収
納
入
通
知
書
」
を
４
月
上
旬
に

お
送
り
し
ま
す
。
前
年
度
の
年
間
保
険
料
額

の
１２
分
の
４
を
１
期
〜
４
期（
４
〜
７
月
）で

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

４
月
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）

と
な
る
方 

４
月
か
ら
特
別
徴
収
開
始
と
な
る
方
に
は
、

「
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」
を
３
月
中
旬
に

お
送
り
し
ま
し
た
。 

６
月
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）

と
な
る
方 

６
月
か
ら
特
別
徴
収
と
な
る
方
は
、仮
徴

収
額
が
前
年
度
の
年
間
保
険
料
額
の
２
分
の

１
に
な
る
よ
う
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

１
期
・
２
期（
４
月
・
５
月
）は
１２
分
の
１
ず

つ
を
引
き
続
き
普
通
徴
収
で
、６
月
・
８
月
は

１２
分
の
２
ず
つ
を
年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
４
月
上
旬
に
通
知
書
を
お
送

り
し
ま
す
。 

特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）の
方 

既
に
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
は
、

平
成
２７
年
２
月
に
天
引
き
さ
れ
た
金
額
を
引

続
き
４
月
・
６
月
・
８
月
の
年
金
か
ら
天
引
き

し
ま
す
。 

８
月（
本
算
定
）か
ら
の
介
護
保
険
料 

本
徴
収
の
保
険
料
額
は
、平
成
２６
年
中
の

合
計
所
得
金
額
に
基
づ
い
て
所
得
段
階
別
に

計
算
し
た
平
成
２７
年
度
の
年
間
保
険
料
額
か

ら
仮
徴
収
額
を
差
し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま

す
。 

本
徴
収
の
通
知
は
、８
月
に
普
通
徴
収
、特

別
徴
収
の
別
に
か
か
わ
ら
ず
個
別
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。 

 
第
６
期
介
護
保
険
料
 

（
平
成
２７
〜
２９
年
度
）を
決
定
 

月
額
基
準
額
を
５
３
０
０
円
に
改
定（
下
表
） 

月
額
基
準
額
を
５
３
０
０
円
に
改
定（
下
表
） 

平
成
２７
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
料 

８
月（
本
算
定
）か
ら
の
介
護
保
険
料 

４
月
か
ら
の
介
護
保
険
料
納
付
方
法 

第５期（平成２４～２６年度） 第６期（平成２７～２９年度） 

月額 
(目安） 

所得 
段階 年額 

２,０７２ 

２,５９０ 

２,９５３ 

３,１０９ 

３,６２６ 

５,１８１ 

６,２１７ 

６,７３５ 

８,２９０ 
 

９,５８５ 

１１,１３９ 

１１,３９８ 

１１,６５７ 

１１,９１６ 

第１段階 

第２段階 

第３段階 

第４段階 

第５段階 

第６段階 

第７段階 

第８段階 

第９段階 
 

第１０段階 

第１１段階 

第１２段階 

第１３段階 

第１４段階 

 

２４,８６０ 

３１,０８０ 

３５,４３０ 

３７,３００ 

４３,５１０ 

６２,１７０ 

７４,６００ 

８０,８２０ 

９９,４７０ 
 

１１５,０１０ 

１３３,６６０ 

１３６,７７０ 

１３９,８８０ 

１４２,９９０ 

 

月額 
(目安） 

所得 
段階 年額 計　算　内　容 

２,６５０ 
（２,３８５） 

３,０２１ 

３,１８０ 

３,７１０ 

５,３００ 

６,３６０ 

６,８９０ 

８,４８０ 

９,０１０ 

９,８０５ 

１１,３９５ 

１１,６６０ 

１１,９２５ 

１２,１９０ 

 

第１段階 
 

第２段階 

第３段階 

第４段階 

第５段階 

第６段階 

第７段階 

第８段階 

第９段階 

第１０段階 

第１１段階 

第１２段階 

第１３段階 

第１４段階 

 

３１,８００ 
（２８,６２０） 

３６,２５０ 

３８,１６０ 

４４,５２０ 

６３,６００ 

７６,３２０ 

８２,６８０ 

１０１,７６０ 

１０８,１２０ 

１１７,６６０ 

１３６,７４０ 

１３９,９２０ 

１４３,１００ 

１４６,２８０ 

 

・生活保護を受けている方 
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 
・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計
　所得金額の合計が８０万円以下の方 
※月額・年額欄の（　）内の数字は軽減後の金額です。 

世帯全員が非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が８０万円を超え１２０万円以下の方 

世帯全員が非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が１２０万円を超える方 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課
税で、第４段階に該当しない方 

本人が市民税課税で、 
合計所得金額が１２０万円未満の方 

本人が市民税課税で、 
合計所得金額が１２０万円以上１９０万円未満の方 

本人が市民税課税で、 
合計所得金額が１９０万円以上２９０万円未満の方 

本人が市民税課税で、 
合計所得金額が２９０万円以上３５０万円未満の方 

本人が市民税課税で、 
合計所得金額が３５０万円以上５００万円未満の方 

本人が市民税課税で、 
合計所得金額が５００万円以上６５０万円未満の方 

本人が市民税課税で、 
合計所得金額が６５０万円以上８００万円未満の方 

本人が市民税課税で、 
合計所得金額が８００万円以上１,０００万円未満の方 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が１,０００万円以上の方 

※ ※ 

１５ 「市政のひろば」つしま2015.4
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自
立
相
談
支
援
事
業 

生
活
に
困
り
ご
と
や
不
安
を
抱
え
て
い
る

方
に
、支
援
員
が
相
談
を
受
け
て
、就
労
支
援

等
、ど
の
よ
う
な
支
援
が
必
要
か
を
一
緒
に

考
え
、具
体
的
な
支
援
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、寄

り
添
い
な
が
ら
自
立
に
向
け
た
支
援
を
行
い

ま
す
。 

住
居
確
保
給
付
金
の
支
給 

離
職
な
ど
に
よ
り
住
居
を
失
っ
た
方
、ま
た

は
住
居
を
失
う
お
そ
れ
の
高
い
方
に
、就
職

に
向
け
た
活
動
を
す
る
こ
と
な
ど
を
条
件
に
、

一
定
期
間
、家
賃
相
当
額
を
支
給
し
ま
す
。

生
活
の
土
台
と
な
る
住
居
を
整
え
た
上
で
、

就
職
に
向
け
た
支
援
を
行
い
ま
す
。 

問
合
　
福
祉
課
生
活
支
援
相
談
窓
口 

　
　
　
内
線
２
１
３
５
・ 

　
　
　
２
１
３
６ 

  
   

こ
の
育
成
基
金
制
度
は
、満
１６
歳
未
満
の

交
通
事
故
遺
児
の
方
が
、年
齢
に
応
じ
た
金

額
を
基
金
に
払
い
込
み
、加
入
す
る
と
、こ
の

資
金
に
国
、民
間
か
ら
の
援
助
金
を
加
え
て
、

満
１９
歳
に
達
す
る
ま
で
育
成
給
付
金
が
支
給

さ
れ
る
も
の
で
す
。
詳
し
く
は
左
記
へ
。 

問
合
　

交
通
遺
児
育
成
基
金 

　
　
　
1
０
１
２
０
ー

１６
ー

３
６
１
１ 
 

  

平
成
２７
年
度
に
行
う
水
質
検
査
に
つ
い
て
、

採
水
の
場
所
、検
査
の
項
目
・
頻
度
な
ど
の
計

画
を
定
め
ま
し
た
の
で
、そ
の
内
容
を
上
下

水
道
部
工
務
課（
市
役
所
４
階
）お
よ
び
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。 

問
合
　
上
下
水
道
部
工
務
課
工
務
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
４
３
６
〜
２
４
３
８ 

    

昨
年
９
月
か
ら
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
改

修
工
事
が
終
了
し
ま
し
た
。 

気
軽
に
立
ち
寄
り
、語
ら
い
、触
れ
合
え
る

場
所
と
し
て
、「
地
域
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」「
展

示
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」「
歴
史
文
化
展
示
ホ
ー
ル
」

を
新
た
に
設
置
し
ま
し
た
。 

ま
た
、「
図
書
学
習
室
」「
研
修
室
」
で
は
、

会
議
や
学
習
、研
修
な
ど
の
幅
広
い
利
用
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

問
合
　
南
文
化
セ
ン
タ
ー
　
1
２４
ー

６
１
６
１ 

   

移
転
日
　
平
成
２７
年
４
月
１
日 

移
転
先
　
わ
ざ
・
語
り
・
伝
承
の
館 

　
　
　
　
南
門
前
町
１
‐
８ 

　
　
　
　
1
２８
ー

５
３
１
１ 

    

  

発
刊
日
　
４
月
下
旬 

配
布
場
所
　
市
役
所
、市
内
公
共
施
設
等 

内
容
　
平
成
２７
年
度
に
行
わ
れ
る
講
座
・
教

室
・
イ
ベ
ン
ト
情
報
、市
内
で
活
動
す
る
ク

ラ
ブ
・
同
好
会
、公
共
施
設
等
の
利
用
情
報 

問
合
　
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
８
２ 
  
 

こ
の
た
び
、４
月
１
日
付
け
で
法
務
大
臣

か
ら
新
し
い
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
次
の
方

が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
） 

加
藤
栄
一（
明
天
町
） 

　
1
２４
ー

２
４
８
６ 

問
合
　
人
権
推
進
課
人
権
同
和
行
政
推
進
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
７
１ 

   

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
、生
後
９１
日
以
上

の
犬
は
登
録
を
し
、狂
犬
病
予
防
注
射
を
受

け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

登
録
は
生
涯
に
１
回
、狂
犬
病
予
防
注
射

は
、毎
年
受
け
て
く
だ
さ
い
。 

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
へ
出
向
け
な
い
等

の
理
由
が
あ
る
場
合
は
、お
近
く
の
開
業
獣

医
で
注
射
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。 

注
意
事
項 

・
登
録
済
の
方
は
、送
付
す
る
ハ
ガ
キ
の
問

診
票
欄
に
記
入（
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ

れ
ば
、朱
書
訂
正
）の
上
、愛
犬
手
帳
と
一

緒
に
会
場
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

・
当
日
は
、犬
を
制
御
で
き
る
方
が
必
ず
付

き
添
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、事
故
の
な
い

よ
う
安
全
確
保
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。 

・
会
場
で
の
犬
の
糞
尿
は
、必
ず
飼
い
主
の

方
が
処
理
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

費
用 

・
登
録
犬
…
１
頭
に
つ
き
３
４
０
０
円 

・
未
登
録
犬
…
１
頭
に
つ
き
６
４
０
０
円 

※
費
用
の
内
訳
　 

　
注
射
料
金
…
２
８
５
０
円 

　
注
射
済
票
交
付
手
数
料
…
５
５
０
円 

　
犬
登
録
手
数
料
…
３
０
０
０
円 

問
合
　
生
活
環
境
課
環
境
保
全
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
３
５ 

 

４
月
か
ら
生
活
困
窮
の
方
へ
の
 

支
援
制
度
が
始
ま
り
ま
す
 

新
し
く
な
っ
た
南
文
化
セ
ン
タ
ー
 

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
 

交
通
遺
児
育
成
基
金
 

水
道
水
の
水
質
検
査
計
画
を
策
定
 

平
成
２７
年
度
版
生
涯
学
習
ガ
イ
ド
発
刊
 

市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
の
事
務
局
移
転
 

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
の
予
防
注
射
 

新
し
い
人
権
擁
護
委
員
の
紹
介
 

　
 h
ttp
://w

w
w
.ko
ts
u
iji.o
r.jp

平成２７年度　犬の登録と狂犬病予防注射日程 

４　月 会　　　　場 時　　　　間 

 ８日

９日  

１０日
 

１３日  

１４日  

１５日

葉苅スポーツの家 

中央公民館 

ばいばら憩の家 

百町集会所 

神島田公民館 

神守支所 

津島市役所 

午後１時３０分～３時 

午後２時３０分～３時 

午後１時３０分～２時 

午後１時３０分～３時 

「市政のひろば」つしま2015.4１６ 
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